入札契約適正化法のガイドラインに基づき、市発注工事の入札・契約等に対する苦情申立て及びその対応方法が、入札監視委員会（７月２５日開催）の審議を経て決定しましたので、お知らせします。

記

１．苦情申立ての対象となる工事は、予定価格が１０００万円を超える工事です。

２．苦情申立てができる方は、次に該当する方で、その理由に対して不服がある方です。
（１）入札参加申請を行った方で、参加資格否認の通知を受けた方。

（２）落札した方で契約締結を拒絶された方。
（３）契約の締結後に、契約を解除された方。
（４）前金払い、または請負代金の支払いを拒絶された方。
（５）工事の成績評定がＤまたはＥである旨の通知を受けた方。
３．苦情申立てができる期間は、前項（１）～（５）の「通知を受けた日」「拒絶された日」「解除された日」から、１０日以内です。（最終日が市役所の閉庁日の場合は、その翌日までとなります。以下、同様。）
４．苦情申立ての方法と手順は、次の通りです。

（１）苦情の申立ては、前項の期間内に、原則として文書により、財政部契約課長に対して行うことができます。（なお、相当の理由がある場合は、口頭による苦情申立てを行うことができます。）

（２）契約課長は、原則として申立てのあった日から１０日以内に、回答書をもって回答します。ただし、苦情の件数が多数に及ぶなど事務処理上の困難その他合理的かつ相当の理由があるときは、回答期間を延長する場合があります。

（３）申立期間が過ぎた場合、その他客観的かつ明白に申立ての適格を欠くと認められるときは、契約課長は、その申立てを却下することができます。

５．再苦情の申立ての方法と手順は、次の通りです。

契約課長からの回答に不服がある方は、再苦情の申立てができます。

（１）再苦情申立ては、回答書を受理した日から１０日以内に、所定の書面により、市長に対して行うことができます。                                                   

（２）再苦情申立てがあった場合は、市長は速やかに入札監視委員会に審議を依頼し、 入札監視委員会（以下「委員会」といいます。）の委員長は審議の依頼を受けた日から原則として６０日以内に委員会を招集し、再苦情に係る審議を行うものとします。

（３）申立期間が過ぎた場合、その他客観的かつ明白に申立ての適格を欠くと認められるときは、委員長は、その申立てを却下することができます。

（４）委員会は、再苦情に係る審議を終えたときには意見書を作成し、市長に報告を行います。
（５）市長は、原則として委員会から報告を受けた日から１０日以内に、再回答書をもって回答します。この場合、申立てが認められなかったときは申立てに根拠が認められないと判断された理由を示してその旨を回答します。申立てが認められたときは委員会の意見を尊重し、申立てが認められた旨及びこれに伴い市長が講じようとする措置の概要を回答します。

６．苦情及び再苦情処理結果は公表します。

苦情申立書と回答書、再苦情申立書と委員会意見書・再回答書は、財政部契約課において閲覧に供します。
